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厚生労働省では、毎年医療機関や患者、医療従事者の動向を調査し、歯科医療提供体制

の今後については、中央社会保険医療協議会において協議しています。 

その協議の上で、今年の６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」

における歯科関連については、歯科医療機関・医歯薬連携などの多職種連携、歯科衛生士・

歯科技工士の人材確保、歯科医師の不足する地域への適切な配置の検討や歯科保健医療提

供体制構築の推進・強化に取り組むといった内容が含まれています。 

したがって、今後はこのような厚生労働省が目指す歯科医療提供体制の方向性を知るこ

とが、歯科医療経営において極めて重要なポイントとなります。 

 

 

令和６年５月に中央社会保険医療協議会で検討された事項が、「かかりつけ歯科医の役割」

「歯科医療機関の機能分化と連携」「病院歯科等の役割」「地域包括ケアシステムにおける医

科歯科連携・多職種連携」「障害児・者等への歯科医療提供体制」「歯科専門職種の人材確保・

育成等」「都道府県等行政における歯科医療提供体制の検討の進め方について」です。 

 

■歯科医療提供体制等に関する検討項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

１│歯科医療提供体制等に関する検討の内容    

厚労省が目指す歯科医療提供体制の方向性 1｜ 
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厚生労働省では、多様化する患者ニーズなど、地域の特性を踏まえた歯科医療を提供す

るための仕組みの構築が必要としています。 

また、毎年の統計では、歯科医師の高齢化や偏在により、歯科医師の確保が課題になっ

ている地域も出始めているという現状が浮き彫りとなっています。 

同省では各都道府県において、地域住民のニーズに合わせた歯科医療機関の機能分化（か

かりつけの歯科診療所、専門性機能を持つ歯科診療所、大学病院・病院歯科等）も踏まえ

つつ、それぞれの機能に応じた歯科医療資源を確保するとともに、歯科医療提供体制を構

築することが求められるとしています。 

 

■目指す歯科医療提供体制の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

 

 

令和７年６月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、

歯科関連では、基本的に前年に閣議決定されている基本方針（国民皆歯科健診への取組み、

歯科専門職による口腔健康管理の充実、医科歯科連得、多職種連携、歯科専門職の人材確

保、歯科領域のICTの活用、歯科保健医療提供体制の構築と強化）をそのまま継承していま

すが、いくつか新たな項目を追加しており、次期診療報酬改定にも関連させて、実現を目

指すとするものもあります。  

２│目指す歯科医療提供体制の方向性（案）    

３│経済財政運営と改革の基本方針2025 （歯科関連）    



厚生労働省が検討会で協議 今後の歯科医療体制の方向性 

                           歯科経営情報レポート 3

■閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025（歯科関連）」 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

 

 

中央社会保険医療協議会では、「歯科医療提供体制等に関する検討会（Ｒ６.５中間とり

まとめ）」、「経済財政運営と改革の基本方針2025」による提言等を踏まえて、重点対応をす

る項目を決定、具体的には、限られた医療資源（歯科医療機関、歯科専門職）を最大限活

用し、各地域の多様化する患者ニーズに応えるために、次期診療報酬改定において、下記

の内容について重点対応を行うとしています。 

 

■次期診療報酬改定で対応する内容 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

  

４│次期診療報酬改定で対応する内容     
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厚生労働省では、かかりつけ歯科医を「地域住民の生涯にわたる口腔機能の維持・向上

を目指し、地域医療の一翼を担うとともにその責任を果たすことが出来、安全・安心な歯

科医療の提供のみならず、医療・介護にかかり幅広い知識と見識を備えている歯科医師」

と定義しています。 

また、今後の医療提供体制において、病院や他の科目（医科）の診療所、行政や官庁、

介護施設等との機能分化と連携を行う役割を、かかりつけ医・かかりつけ歯科医に求めて

いくとしています。 

 

 

少子高齢化による人口構成の変化や歯科疾患の罹患状況の変化、医療や介護等における

歯科保健医療に対するニーズの多様化などにより、歯科保健医療を取り巻く状況が大きく

変化しています。 

その状況に対応するため、かかりつけ歯科医の普及により歯科医療の質の向上を図ると

ともに、地域の状況に応じた歯科医療提供体制を構築することが重要とされています。 

 

■歯科医療提供体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 厚生労働省：中医協審議会 令和５年12月15日会議資料より 

１│目指す歯科医療提供体制の方向性     

かかりつけ歯科医の役割 ２｜ 
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日本歯科医師会では、かかりつけ医歯科医が担う役割として、「患者の乳幼児期から高齢

期までのライフステージに応じた継続管理や重症化予防のための適切な歯科医療の提供及

び保健指導を行い、口腔や全身の健康の維持増進に寄与すること。また、地域の中では、

住民のために行政や関係する各団体と共に歯科健診などの保健活動等を通じ口腔保健向上

の役割を担い、地域の関係機関や他職種と連携し、通院が困難な患者にさまざまな療養の

場で切れ目のない在宅歯科医療や介護サービスを提供するとともに、地域包括ケアに参画

することなど」と定義してます。 

 

■アンケート結果：かかりつけ歯科医はどのような役割を担うべきか（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アンケート結果：かかりつけ歯科医にどのようなことを求めるか（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                厚生労働省：中医協審議会 令和５年12月15日会議資料 より 

２│かかりつけ歯科医が担うべき役割     



厚生労働省が検討会で協議 今後の歯科医療体制の方向性 

                           歯科経営情報レポート 6

 

 

厚生労働省では、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」として施設基準を設け、診

療報酬の点数配分を行っています。そのため、年々かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療

所の届出数は増加しており、患者の通院頻度も機能強化型診療所以外の診療所の割合より

高位という結果が出ていることから、未届の歯科診療所にあっては以下の施設基準を参考

に導入を検討する意義は大きいと言えます。 

 

■かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準 

 
厚生労働省：中医協審議会 令和５年12月15日会議資料 より 

 

■歯科診療所への通院状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和５年12月15日会議資料 より 

３│かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所     
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厚生労働省によると、訪問診療を行っている歯科診療所は、居宅対応が約16.5％、施設

対応が約14％程度となっています。 

また、障害児・者向けに歯科診療を行っているのは、地方自治体等で運営されている「口

腔保健センター」が主であり、民間の歯科診療所で行っているケースは非常に少ないとい

うのが現状です。しかしながら障害児・者への診療を行っている歯科診療所もわずかなが

ら増加してきており、診療報酬上でも、改定の度に様々な点で見直しが行われてきていま

す。 

 

 

障害児・者に対して歯科治療や口腔内の管理を行うためには、障害者用ユニット等の特

別な設備の導入が必要となります。 

地方自治体等により運営されている口腔保健センターでは、障害者用ユニット、全身麻

酔設備、嚥下造影検査用機器、ポータブルレントゲンやポータブルユニットなどを設置し

ています。 

 

■口腔保健センター数と障害者歯科治療用の設備の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

１│障害者歯科治療を行うのに必要な設備状況     

障害者歯科医療について ３｜ 
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障害児・者は、その程度や内容によって、一般に口腔内の衛生状態を困難にする様々な

要因を持っており、歯科疾患の重症化及び再発リスクに対して口腔内の管理に配慮すべき

点も多く、様々な対応が必要とされます。 

また、一般の歯科診療所スタッフは、障害児・者用の接遇研修を受ける機会も少なく、

診療への取組み以外に、患者とのコミュニケーションがうまく取れないといった現状もあ

るようです。 

 

■歯科疾患の管理上の課題  

 

■歯科治療上の課題  

 

２│障害児・者の歯科診療の課題     

厚生労働省：中医協審議会  

令和７年９月10日会議資料 より 

厚生労働省：中医協審議会  

令和７年９月10日会議資料 より 
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これまで障害児・者への診療報酬については、障害者歯科医療連携加算や障害者への特

別な歯科衛生実地指導料２、歯科診療特別対応加算、歯科診療特別対応連携加算、個々の

技術料への加算等、新設や点数の増額改定が行われてきました。 

点数の名称も「障害者加算」の趣旨をより適切に反映する観点から「歯科診療特別対応

加算」をはじめ、その他の項目に関しても全て「歯科診療対応○○」に改称しています。 

 

■障害児・者への診療報酬の主な改定内容の変遷 

改定年度 基本診療料部分 特掲診療料部分 

平成22年 

➢「障害者歯科医療連携加算」（歯科医療機関からの紹介に基づ

き、専門性の高い歯科医療機関で受け入れ、外来診療を行っ

た場合）の新設【100点】 

歯科衛生実地指導料２（障

害者の身心の特性に応じた

指導）の新設【100点】 

平成24年 

➢「障害者加算」の趣旨をより適切に反映する観点から「歯科

診療特別対応加算」に改称 

※その他の項目に関しても、全て「歯科診療特別対応●●」に

改称 

➢「歯科診療特別対応地域支援加算」（専門性の高い歯科医療機

関からの紹介に基づき歯科医療機関で受け入れ、外来診療

を行った場合）の新設【100点】 

 

平成30年 

 特別な対応を要する者に対

する機械的歯面清掃処置の

算定回数の見直し 

【２月に１回→月１回】 

令和４年 
➢「歯科診療特別対応連携加算」の評価の引き上げ、要件見直

し【100点→150点】 

 

令和６年 

➢「歯科診療特別対応加算」の評価体系を１～３に細分化し、

対象患者（医療的ケア児、強度行動障害を含む歯科治療環

境への適応が困難な患者）を追加 

➢「初診時歯科診療導入加算」の名称及び要件の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

３│診療報酬上での障害者診療に対しての改定内容の変遷     
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多くの歯科診療所では、歯科衛生士の採用で苦心しています。 

もともと女性の多い職種であり、結婚、出産による退職や、診療時間による土日や夜間

といった勤務体系が、採用してもなかなか定着しない主な理由と考えられます。 

勤務体系の柔軟化や処遇改善等、各歯科診療所での対策も必要ですが、厚生労働省でも

診療報酬での歯科衛生士の口腔機能の実地指導料の増額等により、人件費面での雇用条件

の改善をサポートしていることから、あきらめる前に改めて総合的に雇用条件を見直すこ

とも必要です。 

 

 

令和６年の歯科衛生士の登録者数は321,241人となっていますが、実際に就業している歯

科衛生士数は149,579人で、就業割合は46.6％にとどまっています。 

また、常勤の歯科衛生士の人数別に歯科診療所数を見ると、「０人」の診療所数が最も多

く、実に39.2％に達しています。 

 

■歯科衛生士免許の登録数、就業歯科衛生数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

  

１│歯科衛生士の勤務実態     

歯科衛生士の定着と確保への取組み ４｜ 
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■歯科衛生士（常勤）の従事者数別の歯科診療所数及び割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料 より 

 

 

（１）歯科衛生士の再就職の現状 

歯科衛生士向けに行った厚生労働省のアンケートでは、現在働いていない歯科衛生士の

うち、40歳代では50％以上が再取職をしたいと考えています。その際に何が障害となるか

の回答として、40歳代後半以降では「自分のスキル」が最も多くなっています。 

 

■再就職する際の障害の内容（複数回答） 

 

            厚生労働省：歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 より 

２│再就職の実情とその対策     
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■非就業歯科衛生士における再就職の意向（年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：歯科衛生士の勤務実態調査報告書（令和２年３月、日本歯科衛生士会） より 

 

（２）歯科衛生士の人材確保・復職支援体制のイメージ 

厚生労働省では、就業中または復職を希望する歯科衛生士を対象とした研修や実習を実

施しています。 

また、復職支援の中核となる研修指導者や臨床実地指導者の育成を目的に、研修会やワ

ークショップの開催も行っていますので活用してみてはいかがでしょうか。 

 

■歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業 

歯科衛生士技術修練部門運営事業     実施主体：公募により選定（教育機関等） 

・歯科衛生士の復職支援等に必要な設備（歯科用ユニット、マネキン、模型等）を整備 

・就業中または復職を希望する歯科衛生士への研修を実施 

・研修内容にはシミュレータ・模型を用いた実習や実際の患者に対する実習を含む 

 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成事業   実施主体：公募により選定（団体等） 

「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」を実践できる、復職支援の中核となる研修指導者や  

 臨床実地指導者等の育成を目的とし、研修会やワークショップを全国各地で開催 

 

厚生労働省：歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 より 



厚生労働省が検討会で協議 今後の歯科医療体制の方向性 
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■参考資料 

厚生労働省：中医協審議会 令和７年９月10日会議資料、令和５年12月15日会議資料 

       歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 


